
〇西宮市収納対策本部設置要綱                         

（平成１９年６月２５日） 
沿革 

   平成２０年７月９日①  平成２１年４月１日②  平成２２年７月５日③ 
   平成２２年１０月８日④ 平成２３年４月１日⑤  平成２４年４月１日⑥ 
   平成２５年４月１日⑦  平成２６年４月１日⑧  平成２６年６月１８日⑨ 
   平成２６年１０月１０日⑩ 平成２７年４月１日⑪ 平成２８年１月１８日⑫ 
   平成２８年４月１日⑬  平成２９年４月１日⑭  平成３０年４月１日⑮ 
   平成３０年６月１８日⑯ 平成３０年１０月４日⑰ 平成３１年４月１日⑱ 
   令和２年４月１日⑲   令和３年２月１日⑳   令和３年４月１日㉑ 
   令和４年４月１日㉒   令和４年１２月１日㉓  令和５年４月１日㉔ 
   令和６年４月１日㉕ 
 

（設置） 

第１条 本市公金の収納及び滞納徴収金の徴収に係る所要の対策（以下「収納対策」とい

う。）を行うため、これらに関する基本的方針の策定及び総合的調整等を行うことによ

り、早期徴収及び収入率の向上を推進し、もって公金収納の安定と負担の公平の確保を

図るため、西宮市収納対策本部（以下「本部」という。）を設置する。 ⑲㉓ 

（所掌事務） 

第２条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。 ⑦ 

⑴ 収納対策に関する基本的方針の策定及び実施に関すること。 

⑵ 収納対策に関する総合的調整に関すること。 

⑶ 収納対策における徴収方法等の研究に関すること。 

⑷ 収納対策に関する情報収集及び情報交換に関すること。 

⑸ 収納対策に関する研修等に関すること。 

⑹ 前５号に掲げるもののほか、収納対策に関すること。 ㉓ 

（組織） 

第３条 本部は、別表第１に掲げる本部員をもって構成する。 

２ 本部に本部長、副本部長を置き、本部長は岩﨑副市長を、副本部長は北田副市長をも

って充てる。 ③④⑨⑪⑯⑰⑱㉔ 

３ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。 

４ 本部の事務局は、財務局財務総括室財政課に置く。 ⑲㉔ 

（会議） 

第４条 本部の会議は、本部長が必要に応じて召集し、本部長が議長となる。 

２ 本部長は、必要があると認めるときは、副本部長及び本部員以外の者に対し出席を求

め、説明をさせ、若しくは意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。 

（専門部会） 



第５条 本部の下に、専門部会を置く。 

２ 専門部会は、滞納徴収金の徴収に係る対策に関し、第１専門部会と第２専門部会を、

公金の収納に係る課題に関し、公金収納専門部会を置き、それぞれ別表第２に掲げる部

会長、副部会長及び部会員をもって構成する。 ㉓ 

３ 専門部会の事務局は、第１専門部会については財務局税務部納税課に、第２専門部会

については財務局財務総括室財政課に、公金収納専門部会については会計室会計課に置

く。ただし、各専門部会の総括は、財務局財務総括室財政課がこれを行う。⑥⑭⑲㉓㉔ 

４ 各専門部会は、次に掲げる事務を総括し、各専門部会の事務局が所掌する。 

⑴ 本部から付託された案件について協議・調整し、推進すること。 

⑵ 専門部会の開催及び運営に関すること。 

  イ 専門部会の資料の作成に関すること。 

  ロ 専門部会の庶務に関すること。 ㉓ 

⑶ その他本部及び専門部会の運営に必要な事項に関すること。 

５ 第３条第３項及び第４条の規定は、専門部会に準用する。この場合において、「本部

長」とあるのは「部会長」と、「副本部長」とあるのは「副部会長」と、「本部員」と

あるのは「部会員」と読み替えるものとする。 

 （作業部会） 

第５条の２ 専門部会の所掌する事務を円滑に推進するために、専門部会の下に作業部会

を置くことができる。 ⑫ 

２ 作業部会は、それぞれ別表第２に掲げる部会員の中から部会長が指定する者で構成す

る。 ⑫ 

３ 組織・会議等作業部会の運営に必要な事項は、部会長が別に定める。 ⑫ 

 （指導相談員） ④ 

第６条 本部は、指導及び助言を通じた徴収技術の向上、並びに本市の収納対策に係る諸

課題の発見、整理及び解決を図り、もって早期徴収及び収入率の向上を推進するため、

指導相談員を設置する。 ⑦⑲㉓ 

２ 指導相談員は、市長事務部局に所属する一般職に属する職員（会計年度任用職員を含

む。）若しくは嘱託職員又は本部長が適当と認める者の中から、徴収事務に関する知識、

技術及び経験を有すると認める者につき、本部長が委嘱する。 ⑦⑭⑲ 

３ 指導相談員の委嘱期間は、委嘱の日から同日が属する年度の末日までとする。 ⑦ 

４ 前項の委嘱期間は、必要があるときは、１年を超えない期間で更新することができる。 

第７条 指導相談員は、第５条に規定する部会員の所属する課の所掌事務のうち、次に掲

げる滞納徴収金の収納対策に係る職務等を行うものとする。 ⑦ 

 (1) 地方税法、国税徴収法、民事執行法その他これに関連する法令及び判例解釈に係る

 指導及び助言に関すること。 

 (2) 納付折衝又は財産調査の促進に係る指導及び助言に関すること。 

 (3) 滞納処分又は強制執行に係る指導及び助言に関すること。 



 (4) 収納業務の充実及び向上に係る指導及び助言に関すること。 

 (5) 本部の研修実施に関すること。 

 (6) 本部の資料の作成に関すること。 

 (7) その他本部が必要と認める事務に関すること。 

（付議手続） 

第８条 本部員は、本部に付議すべき事案があるときは、あらかじめ事務局に通知しなけ

ればならない。 ⑦ 

 （雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。 ⑦ 

 

付 則 

１ この要綱は、平成１９年６月２５日から実施する。 

２ 西宮市滞納整理連絡会の設置及び運営に関する要綱（昭和６１年６月２４日）は廃止

する。    

付 則（平成２０年７月９日①）  

 この要綱は、平成２０年７月１７日から実施する。 

  付 則（平成２１年４月１日②）  

 この要綱は、平成２１年４月１日から実施する。 

付 則（平成２２年７月５日③）  

 この要綱は、平成２２年７月５日から実施する。 

付 則（平成２２年１０月８日④）  

 この要綱は、平成２２年１０月８日から実施する。 

付 則（平成２３年４月１日⑤）  

 この要綱は、平成２３年４月１日から実施する。 

付 則（平成２４年４月１日⑥）  

 この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 

付 則（平成２５年４月１日⑦）  

 この要綱は、平成２５年４月１日から実施する。 

付 則（平成２６年４月１日⑧）  

 この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。 

付 則（平成２６年６月１８日⑨）  

 この要綱は、平成２６年６月１８日から実施する。 

付 則（平成２６年１０月１０日⑩）  

 この要綱は、平成２６年１０月１０日から実施する。 

付 則（平成２７年４月１日⑪）  

 この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

付 則（平成２８年１月１８日⑫）  



 この要綱は、平成２８年１月１８日から実施する。 

付 則（平成２８年４月１日⑬）  

 この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。 

付 則（平成２９年４月１日⑭） 

この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

付 則（平成３０年４月１日⑮） 

この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。 

付 則（平成３０年６月１８日⑯） 

この要綱は、平成３０年６月１８日から実施する。 

付 則（平成３０年１０月４日⑰） 

この要綱は、平成３０年１０月４日から実施する。 

付 則（平成３１年４月１日⑱） 

この要綱は、平成３１年４月１日から実施する。 

付 則（令和２年４月１日⑲） 

この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

付 則（令和３年２月１日⑳） 

この要綱は、令和３年２月１日から実施する。 

付 則（令和３年４月１日㉑） 

この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 

付 則（令和４年４月１日㉒） 

この要綱は、令和４年４月１日から実施する。 

付 則（令和４年１２月１日㉓） 

この要綱は、令和４年１２月１日から実施する。 

付 則（令和５年４月１日㉔） 

この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 

付 則（令和６年４月１日㉕） 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 

 



別表第１（第３条関係） 

本部長  岩﨑副市長 

副本部長 北田副市長 

本部員 政策局長 

本部員 総務局長 

本部員 危機管理監 

本部員 財務局長 

本部員 市民局長 

本部員 産業文化局長 

本部員 健康福祉局長 

本部員 こども支援局長 

本部員 環境局長 

本部員 都市局長 

本部員 土木局長 

本部員 消防局長 

本部員 上下水道局次長 

本部員 中央病院事務局長 

本部員 教育委員会教育次長 

本部員 教育委員会教育次長（学校教育） 

本部員 議会事務局長 

本部員 会計室長 

その他本部長が指定する者 

①②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑬⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕ 



別表第２（第５条関係） 

⑴ 第１専門部会 

部会長 財務局税務部長 

副部会長 市民局市民部長 

副部会長 こども支援局子育て事業部長 

部会員 政策局政策総括室政策推進課担当課長（政策局総括） 

部会員 総務局総務総括室総務課長 

部会員 総務局デジタル推進部デジタル推進課長 

部会員 財務局税務部税務管理課長 

部会員 市民局市民部国保収納課長 

部会員 市民局市民部高齢者医療保険課長 

部会員 産業文化局産業文化総括室産業文化総務課長 

部会員 健康福祉局福祉部高齢介護課長 

部会員 健康福祉局生活支援部厚生課長 

部会員 こども支援局子育て事業部保育入所課長 

部会員 環境局環境総括室環境企画課長 

部会員 消防局総務部総務課長 

部会員 教育委員会教育総括室教育総務課長 

部会員 上下水道局上下水道総括室業務課長 

部会員(事務局) 財務局税務部納税課長 

その他部会長が指定する者 

①②⑥⑦⑧⑪⑫⑬⑲㉑㉒㉔㉕ 

 



 ⑵ 第２専門部会 

部会長 財務局財務総括室長 

副部会長 都市局住宅部長 

副部会長 健康福祉局福祉総括室長 

副部会長 教育委員会教育総括室長 

部会員 政策局政策総括室政策推進課担当課長（政策局総括） 

部会員 総務局総務総括室総務課長 

部会員 総務局デジタル推進部デジタル推進課長 

部会員 市民局市民部国民健康保険課長 

部会員 市民局人権推進部人権平和推進課長 

部会員 産業文化局産業文化総括室産業文化総務課長 

部会員 健康福祉局福祉総括室福祉総務課長 

部会員 健康福祉局福祉部障害福祉課長 

部会員 健康福祉局生活支援部生活支援課長 

部会員 健康福祉局生活支援部厚生課長 

部会員 こども支援局子供支援総括室子育て手当課長 

部会員 こども支援局子育て支援部育成センター課長 

部会員 こども支援局子育て支援部子供家庭支援課長 

部会員 環境局環境総括室環境企画課長 

部会員 都市局住宅部住宅入居・家賃課長 

部会員 土木局土木総括室土木管理課長 

部会員 消防局総務部総務課長 

部会員 上下水道局上下水道総括室業務課長 

部会員 中央病院事務局管理部医事課長 

部会員 教育委員会教育総括室教育総務課長 

部会員 教育委員会学校支援部学事課長 

部会員 教育委員会教育総括室学校給食課担当課長（収納） 

部会員(事務局) 財務局財務総括室財政課担当課長（財務局総括） 

その他部会長が指定する者 

①②⑥⑦⑧⑪⑫⑬⑮⑱⑲㉑㉔㉕ 

 

 

 



⑶ 公金収納専門部会 

部会長 会計室長 

副部会長 政策局財政構造改善推進部長 

副部会長 総務局デジタル推進部長 

副部会長 財務局税務部長 

部会員 政策局財政構造改善推進部財政構造改善推進課担当課長（政策経営） 

部会員 総務局総務総括室総務課長 

部会員 総務局デジタル推進部デジタル推進課長 

部会員 総務局デジタル推進部デジタル推進課担当課長（システム標準化） 

部会員 総務局デジタル推進部デジタル推進課担当課長（情報企画） 

部会員 財務局財務総括室財政課担当課長（財務局総括） 

部会員 財務局税務部税務管理課長 

部会員 財務局税務部納税課長 

部会員 市民局市民部国民健康保険課長 

部会員 市民局市民部国保収納課長 

部会員 市民局市民部高齢者医療保険課長 

部会員 市民局人権推進部人権平和推進課長 

部会員 産業文化局産業文化総括室産業文化総務課長 

部会員 健康福祉局福祉総括室福祉総務課長 

部会員 健康福祉局福祉部高齢介護課長 

部会員 健康福祉局福祉部障害福祉課長 

部会員 健康福祉局生活支援部生活支援課長 

部会員 健康福祉局生活支援部厚生課長 

部会員 こども支援局子供支援総括室子育て手当課長 

部会員 こども支援局子育て支援部育成センター課長 

部会員 こども支援局子育て支援部子供家庭支援課長 

部会員 こども支援局子育て事業部保育入所課長 

部会員 環境局環境総括室環境企画課長 

部会員 都市局住宅部住宅入居・家賃課長 

部会員 土木局土木総括室土木管理課長 

部会員 消防局総務部総務課長 

部会員 上下水道局上下水道総括室業務課長 



部会員 中央病院事務局管理部医事課長 

部会員 教育委員会教育総括室教育総務課長 

部会員 教育委員会教育総括室学校給食課担当課長（収納） 

部会員 教育委員会学校支援部学事課長 

部会員(事務局) 会計室会計課長 

その他部会長が指定する者 

㉓㉔㉕ 


